
平成２1年４月1日現在

利用料は厚生労働省が定める基準による

●入居者利用料（月額　　一人部屋……　７２,４９０円（年収１５０万円以下の方）

　　　　　　　　　　　　※入居者の年間収入により、１４区分します。

　　　　　　　　　　　　冬期加算1,880円（11月～３月）

　　　　　　　　　　　　自室の電気・水道・電話代は自己負担となります。

●入 居 一 時 金　　　　入居時、入居一時金として一人100万円を預かります。

　　　　　　　　　　　　（２０年均等償却で未経過分は返還）

●分  割  方  法　　　　入居一時金を預託しない場合は管理費（月額）が25,000円になります。

　　　　　　　　　　　　従って下記の合計（月額）に5,000円を加えた額になります。

　　　　　　　　　　　　※２１年目以降は5,000円減額となります。

事務費徴収額表（月額）　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　単位　円

№ 事務費（月額）生活費（月額）管理費（月額）合計（月額）

1 1,500,000 以下 10,000 72,490

2 1,500,001 ～ 1,600,000 13,000 75,490

3 1,600,001 ～ 1,700,000 16,000 78,490

4 1,700,001 ～ 1,800,000 19,000 81,490

5 1,800,001 ～ 1,900,000 22,000 84,490

6 1,900,001 ～ 2,000,000 25,000 87,490

7 2,000,001 ～ 2,100,000 30,000 42,490 20,000 92,490

8 2,100,001 ～ 2,200,000 35,000 （5,000） 97,490

9 2,200,001 ～ 2,300,000 40,000 102,490

10 2,300,001 ～ 2,400,000 45,000 107,490

11 2,400,001 ～ 2,500,000 50,000 112,490

12 2,500,001 ～ 2,600,000 57,000 119,490

13 2,600,001 ～ 2,700,000 64,000 126,490

14 2,700,001 以上 67,300 129,790

○対象収入とは、前年の収入から租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入です。

○利用料は、毎月所定日に納入していただきます。

対象収入による階層区分

ケアハウス利用料


